
公立大学法人神戸市看護大学ハラスメント防止委員会規程の一部を改正する規程をここ

に公布する。 

2025年３月31日 

公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学規程第57号 

公立大学法人神戸市看護大学ハラスメント防止委員会規程（2019年４月１日規程第11号）

の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

公立大学法人神戸市看護大学ハラス

メント 防止委員会規程 

 

   等 

（設置）  

第１条 公立大学法人神戸市看護大学組織

に関する規程（2019年４月規程第１号）第

６条第１項             

                   

           の規定に基づ

き，ハラスメント  の防止＿について調

査審議するため，理事長の下に公立大学

法人神戸市看護大学ハラスメント＿防止

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 

及び公立大学法人神戸市看護

大学ハラスメント等の防止等に関する規程

（2019年規程第62号）第７条 

等    等  関する

事項を審議 

       等 

 

（構成）  

第２条 委員会は，次の各号に掲げる者（以

下「委員」という。）で組織する。 

 

(1) 総務・施設担当理事  

(2) 教学・学生支援担当理事  

(3) 理事長が指名する教員  

(4) 役員及び職員以外でハラスメント  

の防止に関し高い識見を有する者のう

ちから，理事長が任命するもの 

                              等 

（委員長及び副委員長）  

第３条 委員会に委員長及び副委員長を置

く。 

 

２ 委員長及び副委員長は，委員のうちか

ら理事長が指名する。 

 

３ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表

する。 

 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が

欠けたときは，副委員長がその職務を代

理する。 

 

（委員の任期）  

第４条 第２条第３号及び第４号に規定す

る委員の任期は，２年とする。ただし，補

欠の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

 

２ 前項に規定する委員は，再任されるこ

とができる。 

 

（招集及び議事）  



（改正前） （改正後） 

第５条 委員会は，委員長が招集し，その議

長となる。 

 

２ 委員会は，委員の過半数の出席をもっ

て成立する。 

 

３ 委員長は，委員の３分の１以上の要求

があったときは，委員会を招集しなけれ

ばならない。 

 

４ 委員会の議事は，出席者の過半数をも

って決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

 

５ 前項の場合においては，議長は，委員と

して議決に加わることができない。 

 

６ 委員会は，必要に応じて，委員以外の者

に出席を求め，意見を聴くことができる。 

 

（所掌事項）  

第６条 委員会は，次に掲げる事項を審議

する。 

 

(1) ハラスメント の防止等に関する研

修及び啓発活動の企画並びに実施に関

する事項 

        等 

(2) ハラスメント に係る相談員からの

報告に対し，ハラスメント  の認定，被

害を受けた者の不利益の回復その他必

要な措置の決定に関する事項 

等 

     等 

(3) 前２号に掲げるもののほか，ハラス

メント に関する事項 

 

   等 

（議事録の作成）  

第７条 委員長は，委員会を開いたときは，

議事録を作成しなければならない。 

 

（庶務）  

第８条 委員会の庶務は，経営管理課総務

係において，処理する。 

 

（施行細則の委任）  

第９条 この規程に定めるもののほか，議

事の手続その他委員会の運営に関し必要

な事項は，委員長が委員会に諮って定め

る。 

 

附 則  

この規程は， 2019年４月１日から施行す

る。 

 

附 則（2021年７月20日規程第２号）  

この規程は，公布の日から施行し，2021年

４月１日から適用する。 

 

附  則（ 2023年３月 30日規程第 18号

抄） 

 

（施行期日）  

１ この規程は， 2023年４月１日から施行  



（改正前） （改正後） 

する。 

       附 則 

                    

    

この規程は， 2025年４月１日から施行す

る。 

  

  

  

 


